大山町スポーツ少年団
　　　　　　熱中症等対策物品購入補助のお知らせ

大山町スポーツ少年団本部では、熱中症等対策物品購入補助事業をおこないます。

１　目的は　　　　　　　
熱中症対策等の充実を図ることにより、安全な少年団活動の推進をすること。

２　対象となる物品　　　

・経口補水液、スポーツドリンクなどの水分を補給するもの
（粉末タイプも含む）
　　・タブレット、飴などの塩分、ミネラルを補給するもの

　　・コールドスプレー、冷感タオルなどの身体を冷やすもの
　　・温度計など室内の温度を計測するもの
　　・体温を非接触で測定するもの

　　・日傘、帽子などの日光を遮るもの
　　・その他熱中症、感染症拡大防止対策に必要なもの
３　対象外となる物品　　　
・物品購入時のレジ袋代（一枚3円のもの）
※ただし、患部冷却や感染防止対策目的でレジ袋（100枚入りなどのもの）を購入
する場合は可。

４　補助額は　　　

　　最大１０，０００円
５　補助回数は　　　　　

　　年度内１チームにつき１回
６　申請の方法は　　　　

　　所定の申請書に必要書類を添えて、大山町スポーツ少年団本部にお申込みください。

７　申請書類　　　　　　

　　○申請書　　○物品購入の領収書

８　補助金の受け取りは　

　　申請書類審査後交付決定の場合は、受け取り方法等を記載した交付決定通知
を送付いたします。


大山町スポーツ少年団活動における補助対象項目について

令和７年５月２９日
大山町スポーツ少年団活動における補助対象項目は以下のとおりとする。
　○単位団活動補助
　（目的）

　　各単位団の運営に要する経費の一部をスポーツ少年団本部が補助することで、各単位団活動の充実を図る。
　（対象）
　　補助金の対象は、スポーツ少年団運営に必要なものとする。
　（補助額）
　　１単位団あたり38,000円に加えて、単位団所属の団員1人につき1,000円を補助する。

　○大会運営補助
　（目的）
町内単位団が主催し運営する大会に対し、経費の一部をスポーツ少年団本部が補助することで、町外の少年団との交流を通じた青少年健全育成の活性化を図る。
　（対象）

　　補助対象となる大会は次の各号をすべて満たす大会とする。

１．５チーム以上の参加があること

２．大山町以外に活動拠点を置くチームが複数参加していること

３．大会の開催にあたり、他の補助金・助成金等を受けていないこと

４．スポーツ少年団持ち回りの大会でないこと
　（補助額）
　　1大会につき、最大30,000円を補助する。

　○熱中症等対策物品購入補助
　（目的）
各単位団の熱中症等への対策における経費の一部をスポーツ少年団本部が補助することで、少年団活動の安全な実施を図る。
　（対象）

補助対象となる物品は、次の各号の要件に該当するものとする。

　　１．経口補水液、スポーツドリンクなどの水分を補給するもの

（粉末タイプも含む）

　　２．タブレット、飴などの塩分、ミネラルを補給するもの

　　３．コールドスプレー、冷感タオルなどの身体を冷やすもの

　　４．温度計など室内の温度を計測するもの
　　５．体温を非接触で測定するもの

　　６．日傘、帽子などの日光を遮るもの

　　７．その他熱中症や感染症拡大防止対策に必要なもの
　（補助額）
　　最大10,000円を補助する。（年度内１単位団につき、1回）
　○指導者資格登録補助
　（目的）
指導者資格の取得に要する経費をスポーツ少年団本部が補助することで、スポーツ指導者の養成と資質の向上及び少年団活動環境の向上を図る。
　（対象）
次の各号に掲げるものとする。

１．JSPO公認スタートコーチ（スポーツ少年団）資格登録料および初期登録手数料
２．JSPO公認コーチングアシスタント資格登録料および初期登録手数料

　（補助額）
　　指導者１人につき、資格登録料に加えて、初期登録手数料を補助する。
令和　　年　　月　　日　　
　　　大山町スポーツ少年団

　　　本部長　鷲見　寛幸　様

団　体　名

代表者氏名　　　　　　　　　　　印

大山町スポーツ少年団熱中症等対策物品購入補助申請書

　　　　令和７年度において標記補助金を下記のとおり受けたいので、関係書類を添えて
申請します。

記

　　　　
　　　　　１　交付申請額　　　　　　　　　　　　　円

２　添付書類　　　　熱中症等対策物品領収書

大山町スポーツ少年団本部


　　　　　〒６８９－３２１１　大山町御来屋２６３－１（名和公民館内）
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